
 

 

新型コロナ感染症に対する児童生徒の相談体制の充実について 

 

 

１ 概要及び目的 

児童生徒の心のケアについては，県教育委員会では，２４時間子供ＳＯＳダ

イヤルによる３６５日２４時間の相談や，昨年度から長期休業の前後を中心と

する時期にＳＮＳによる相談を行うなど，相談体制の整備に努めてきたところ

です。 

今般，新型コロナウイルス感染症の影響により，長期にわたる休業を余儀な

くされた児童生徒は，学校再開後も，様々な不安やストレスを抱えていると考

えられます。 

そこで，児童生徒が一人で悩みを抱えこむことがないよう，児童生徒に対し

て，長期に，より丁寧に寄り添えるよう，ＳＮＳによる相談を，６月，７月及

び秋にも設定することとしました。 

 

２ ＳＮＳ相談について 

 ・ 相談者は，ＬＩＮＥアプリでＱＲコードを読み取り，友だち追加します。 

 ・ 相談は，相談期間中の午後６時から午後９時まで受け付けます。 

 

３ 電話相談について 

 ・ ２４時間子供ＳＯＳダイヤル（０１２０－０－７８３１０） 

 ・ 不登校相談ダイヤル（０２２－７８４－３５６７） 

・ 子供の相談ダイヤル（０２２－７８４－３５６８） 
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